
事業主と社労士の印をそれぞれ押印した申請届書を行政窓口へ持参

事業主 社労士 行政機関

紙による申請の場合

電子申請（送信代理）の場合

行政機関

※「提出代行に関する証明書」を
一度受ければ、申請の都度、事業
主印を受ける必要がありません。 「提出代行に関する証明書」

の画像ファイルを添付

「提出代行に関する証明書」の画像ファイルを添付することで、社労士の電子署名のみで
事務所のパソコンから、インターネットを利用して、24時間365日いつでも電子申請が可能
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